
（最終保障約款 新旧対照表）

現行約款 区分 見直し案

P20

Ⅴ 料金等 

23．単位料金の調整 

(１) 当社は、毎月、(２)②により算定した平均原料価格が(２)①に定める基準平均原料価格を上回

り又は下回る場合は、次の算式により別表第６の各料金表の基準単位料金（税抜）に対応する調

整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金（税抜）に替えてその調整単位料金を適

用して早収料金を算定いたします。 

 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第６の２(２)のとおりといたします。 

①  平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

    調整単位料金（１立方メートル当たり） 

     ＝ 基準単位料金（税抜）＋ 0.103 円 × 原料価格変動額 ／ 100 円  

②  平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

    調整単位料金（１立方メートル当たり） 

      ＝ 基準単位料金（税抜）－ 0.103 円 × 原料価格変動額 ／ 100 円 

（備  考） 

  上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第３位以下の端数は、切り捨てま

す。 

(２) (１)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。

①  基準平均原料価格（トン当たり） 

   63,370 円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

  別表第６の２(２)に定められた各３か月間における貿易統計の数量及び価額から算定した

トン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の 10円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたしま

す。）及びトン当たりＬＰＧ平均価格（算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位

といたします。）をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金

額といたします。 

変更

変更

Ⅴ 料金等 

23．単位料金の調整 

(１) 当社は、毎月、(２)②により算定した平均原料価格が(２)①に定める基準平均原料価格を上回

り又は下回る場合は、次の算式により別表第６の各料金表の基準単位料金（税抜）に対応する調

整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金（税抜）に替えてその調整単位料金を適

用して早収料金を算定いたします。 

 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第６の２(２)のとおりといたします。 

①  平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

    調整単位料金（１立方メートル当たり） 

     ＝ 基準単位料金（税抜）＋ 0.0975 円× 原料価格変動額 ／ 100 円  

②  平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

    調整単位料金（１立方メートル当たり） 

      ＝ 基準単位料金（税抜）－ 0.0975 円 × 原料価格変動額 ／ 100 円 

（備  考） 

  上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第３位以下の端数は、切り捨てま

す。 

(２) (１)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。

①  基準平均原料価格（トン当たり） 

56,410 円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

  別表第６の２(２)に定められた各３か月間における貿易統計の数量及び価額から算定した

トン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の 10円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたしま

す。）及びトン当たりＬＰＧ平均価格（算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位

といたします。）をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金

額といたします。 



（算 式） 

   平均原料価格 

    ＝ トン当たりＬＮＧ平均価格 × 0.9191 

     ＋ トン当たりＬＰＧ平均価格 × 0.0876 

（備  考） 

  トン当たりＬＮＧ平均価格及びトン当たりＬＰＧ平均価格は、当社の本社事務所等及び当

社ホームページに掲示いたします。 

③  原料価格変動額  

    次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたし

ます。 

（算  式） 

    イ  平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

       原料価格変動額 ＝ 平均原料価格 － 基準平均原料価格 

    ロ  平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

        原料価格変動額 ＝ 基準平均原料価格 － 平均原料価格 

変更

（算 式） 

   平均原料価格 

    ＝ トン当たりＬＮＧ平均価格 × 0.87819 

     ＋ トン当たりＬＰＧ平均価格 × 0.12181

（備  考） 

  トン当たりＬＮＧ平均価格及びトン当たりＬＰＧ平均価格は、当社の本社事務所等及び当

社ホームページに掲示いたします。 

③  原料価格変動額  

    次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたし

ます。 

（算  式） 

    イ  平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

       原料価格変動額 ＝ 平均原料価格 － 基準平均原料価格 

    ロ  平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

        原料価格変動額 ＝ 基準平均原料価格 － 平均原料価格 

P24 Ⅵ 供  給 

34．供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 

(１) 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性（以下「熱量等」といいます。）のガスを供給いた

します。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第 10 の燃焼速度とウォッベ

指数との組み合わせによって決められるものです。 

(２) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は 13Ａですので、消費機器は、

13Ａとされている消費機器が適合いたします。 

  熱 量 標準熱量 ……………………… 46 メガジュール 

      最低熱量 ……………………… 44 メガジュール 

  圧 力 最高圧力 ……………………… 2.5 キロパスカル 

      最低圧力 ……………………… 1.0 キロパスカル 

  燃焼性 最高燃焼速度 ………………… 47.0 

変更

Ⅵ 供  給 

34．供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 

(１) 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性（以下「熱量等」といいます。）のガスを供給いた

します。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第 10 の燃焼速度とウォッベ

指数との組み合わせによって決められるものです。 

(２) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は 13Ａですので、消費機器は、

13Ａとされている消費機器が適合いたします。 

  熱 量 標準熱量 ……………………… 45 メガジュール 

      最低熱量 ……………………… 44 メガジュール 

  圧 力 最高圧力 ……………………… 2.5 キロパスカル 

      最低圧力 ……………………… 1.0 キロパスカル 

  燃焼性 最高燃焼速度 ………………… 47.0 



       最低燃焼速度 ………………… 35.0 

      最高ウォッベ指数 …………… 57.8 

      最低ウォッベ指数 …………… 52.7 

      ガスグループ ………………… 13Ａ 

      燃焼性の類別（旧呼称） …… 13Ａ 

(３) 当社は、(２)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さ

まと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。 

(４) 当社は、(２)に規定するガスの熱量等及び(３)の規定によって定めた圧力を維持できないこと

によって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。 

 ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 

       最低燃焼速度 ………………… 35.0 

      最高ウォッベ指数 …………… 57.8 

      最低ウォッベ指数 …………… 52.7 

      ガスグループ ………………… 13Ａ 

      燃焼性の類別（旧呼称） …… 13Ａ 

(３) 当社は、(２)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さ

まと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。 

(４) 当社は、(２)に規定するガスの熱量等及び(３)の規定によって定めた圧力を維持できないこと

によって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。 

 ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 

P31 附 則

１．この最終保障約款の実施期日 

  この最終保障約款は、平成 29 年４月１日から実施いたします。 

変更

附 則 

１．この最終保障約款の実施期日 

  この最終保障約款は、平成 29 年４月１日から実施いたします。 

附 則 

１．この最終保障約款の実施期日 

  この最終保障約款は、平成 30 年 10 月１日から実施いたします。 

P34 （別表第２） 

本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額 

１．ガスメーターの能力別当社負担額

設置するガスメーターの能力 
ガスメーター１個につき当社

の負担する金額 

変更

（別表第２） 

本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額 

１．ガスメーターの能力別当社負担額

設置するガスメーターの能力 
ガスメーター１個につき当社の

負担する金額 



1.6 立方メートル毎時以下 

2.5 立方メートル毎時 

4 立方メートル毎時 

6 立方メートル毎時 

10 立方メートル毎時 

16 立方メートル毎時 

25 立方メートル毎時 

40 立方メートル毎時 

65 立方メートル毎時 

100 立方メートル毎時 

160 立方メートル毎時 

58,200 円 

91,000 円 

145,700 円 

218,400 円 

363,800 円 

582,100 円 

909,300 円 

1,454,900 円 

2,364,100 円 

3,636,800 円 

5,819,000 円 

２．１以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力１立方メー

トル毎時につき 36,368 円の割合で計算した金額といたします（ただし、計算結果の 100 円未満の端

数は、切り上げます。）。 

変更

1.6 立方メートル毎時以下 

2.5 立方メートル毎時 

4 立方メートル毎時 

6 立方メートル毎時 

10 立方メートル毎時 

16 立方メートル毎時 

25 立方メートル毎時 

40 立方メートル毎時 

65 立方メートル毎時 

100 立方メートル毎時 

160 立方メートル毎時 

57,000 円 

89,000 円 

142,400 円 

213,500 円 

355,800 円 

569,300 円 

889,500 円 

1,423,200 円 

2,312,600 円 

3,557,800 円 

5,692,400 円 

２．１以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力１立方メー

トル毎時につき 35,577 円の割合で計算した金額といたします（ただし、計算結果の 100 円未満

の端数は、切り上げます。）。 

P37 （別表第６）

適用する料金表 

１．適用区分 

    料金表Ａ 使用量が０立方メートルから 16立方メートルまでの場合に適用いたします。 

    料金表Ｂ 使用量が 16 立方メートルを超え、163 立方メートルまでの場合に適用いたします。 

    料金表Ｃ 使用量が 163 立方メートルを超え、449 立方メートルまでの場合に適用いたします。

    料金表Ｄ 使用量が 449 立方メートルを超える場合に適用いたします。 

２．早収料金の算定方法 

  (１) 早収料金は、基本料金（税抜）と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金

（税抜）又は 23 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗

じて算定いたします。 

  (２) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。 

変更

（別表第６）

適用する料金表 

１．適用区分 

    料金表Ａ 使用量が０立方メートルから 16立方メートルまでの場合に適用いたします。 

    料金表Ｂ 使用量が 16 立方メートルを超え、167 立方メートルまでの場合に適用いたします。 

    料金表Ｃ 使用量が 167 立方メートルを超え、459 立方メートルまでの場合に適用いたします。

    料金表Ｄ 使用量が 459 立方メートルを超える場合に適用いたします。 

２．早収料金の算定方法 

  (１) 早収料金は、基本料金（税抜）と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金

（税抜）又は 23 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗

じて算定いたします。 

  (２) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。 



①  料金算定期間の末日が１月１日から１月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、前年８月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

②  料金算定期間の末日が２月１日から２月 28日（うるう年は２月 29日）に属する料金算定

期間の早収料金の算定にあたっては、前年９月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定

した調整単位料金を適用いたします。 

③  料金算定期間の末日が３月１日から３月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、前年 10月から 12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

④  料金算定期間の末日が４月１日から４月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、前年 11 月から当年１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を

適用いたします。 

⑤  料金算定期間の末日が５月１日から５月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、前年 12 月から当年２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を

適用いたします。 

⑥  料金算定期間の末日が６月１日から６月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年１月から３月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑦  料金算定期間の末日が７月１日から７月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年２月から４月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑧  料金算定期間の末日が８月１日から８月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年３月から５月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑨  料金算定期間の末日が９月１日から９月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年４月から６月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑩  料金算定期間の末日が 10 月１日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年５月から７月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

①  料金算定期間の末日が１月１日から１月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、前年８月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

②  料金算定期間の末日が２月１日から２月 28日（うるう年は２月 29日）に属する料金算定

期間の早収料金の算定にあたっては、前年９月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定

した調整単位料金を適用いたします。 

③  料金算定期間の末日が３月１日から３月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、前年 10月から 12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

④  料金算定期間の末日が４月１日から４月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、前年 11 月から当年１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を

適用いたします。 

⑤  料金算定期間の末日が５月１日から５月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、前年 12 月から当年２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を

適用いたします。 

⑥  料金算定期間の末日が６月１日から６月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年１月から３月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑦  料金算定期間の末日が７月１日から７月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年２月から４月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑧  料金算定期間の末日が８月１日から８月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年３月から５月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑨  料金算定期間の末日が９月１日から９月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年４月から６月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑩  料金算定期間の末日が 10 月１日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年５月から７月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用



いたします。 

⑪  料金算定期間の末日が 11 月１日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年６月から８月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

⑫  料金算定期間の末日が 12 月１日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年７月から９月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

３．料金表Ａ 

 (１) 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
１，０５７．３２円（税込）

９７９．００円（税抜）

  (２) 基準単位料金 

１ 立 方 メ ー ト ル に つ き
２７４．５６８４円（税込） 

２５４．２３  円（税抜） 

(３) 調整単位料金 

    (２)の基準単位料金（税抜）をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

４．料金表Ｂ 

 (１) 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
１，４２５．６０円（税込） 

１，３２０．００円（税抜） 

  (２) 基準単位料金 

１ 立 方 メ ー ト ル に つ き
２５１．６４００円（税込） 

２３３．００  円（税抜） 

(３) 調整単位料金 

    (２)の基準単位料金（税抜）をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

４．料金表Ｃ 

変更

変更

変更

いたします。 

⑪  料金算定期間の末日が 11 月１日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年６月から８月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

⑫  料金算定期間の末日が 12 月１日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年７月から９月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用

いたします。 

３．料金表Ａ 

 (１) 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
１，０５７．３２円（税込） 

９７９．００円（税抜） 

  (２) 基準単位料金 

１ 立 方 メ ー ト ル に つ き
２６１．２７３６円（税込） 

２４１．９２  円（税抜） 

(３) 調整単位料金 

    (２)の基準単位料金（税抜）をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

４．料金表Ｂ 

 (１) 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
１４３８．５６円（税込） 

１３３２．００円（税抜） 

  (２) 基準単位料金 

１ 立 方 メ ー ト ル に つ き
２３８．１０７６円（税込） 

２２０．４７  円（税抜） 

(３) 調整単位料金 

    (２)の基準単位料金（税抜）をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

４．料金表Ｃ 



 (１) 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
４，１４７．２０円（税込） 

３，８４０．００円（税抜） 

  (２) 基準単位料金 

１ 立 方 メ ー ト ル に つ き
２３４．９６４８円（税込） 

２１７．５６  円（税抜） 

(３) 調整単位料金 

    (２)の基準単位料金（税抜）をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

４．料金表Ｄ 

 (１) 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
１１，６６４．００円（税込） 

１０，８００．００円（税抜） 

  (２) 基準単位料金 

１ 立 方 メ ー ト ル に つ き
２１８．２２４８円（税込） 

２０２．０６  円（税抜） 

(３) 調整単位料金 

    (２)の基準単位料金（税抜）をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

変更

変更

 (１) 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
４，１４７．２０円（税込） 

３，８４０．００円（税抜） 

  (２) 基準単位料金 

１ 立 方 メ ー ト ル に つ き
２２１．９５０８円（税込） 

２０５．５１  円（税抜） 

(３) 調整単位料金 

    (２)の基準単位料金（税抜）をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

４．料金表Ｄ 

 (１) 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
１１，６６４．００円（税込） 

１０，８００．００円（税抜） 

  (２) 基準単位料金 

１ 立 方 メ ー ト ル に つ き
２０５．５７８０円（税込） 

１９０．３５  円（税抜） 

(３) 調整単位料金 

    (２)の基準単位料金（税抜）をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

. 


